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下 呂 市 行 政 改 革 実 施 計 画 及 び 実 施 効 果

計画

実績

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅲ

10
施
策 単
施

財務状況の公表

合併～平成16年度
実　施　計　画　及　び　実　績

　第三セクターの運営状況について、検討委員会の設置や財務状況の公表などを行い、透明性の高い堅実な運営に努めます。
次代に対応した堅実な行財政運営

第３セクターの適切な指導と支援

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成21年度平成20年度区分
担当部・課 実施項目・内容（事務事業）

①

第３セクターの財務状況を
公表していきます

第３セクターの財
務状況の公開

第３セクターの財
務状況の公開

第３セクターの財
務状況の公開の継
続

第３セクターの財
務状況の公開の継
続

市の責任において
財務状況を公表

市の責任において
財務状況を公表

市の責任において
財務状況を公表

市の責任において
財務状況を公表

行　革　大　綱　の　項　目 行　革　大　綱　の　内　容

Ⅲ 次代に対応した堅実な行財政運営
　市の財政負担が伴うことのないよう、健全な運営を維持するため、指導体制を強化します。

施
策

10 第３セクターの適切な指導と支援

単
施
② 堅実な運営に向けた指導

担当部・課 実施項目・内容（事務事業）
実　施　計　画　及　び　実　績

区分 合併～平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
第３セクター検討委員会を
設置し指導指針を作成して
健全な運営を指導します 計画

第３セクター検討
委員会の設置

第３セクター指導
委員会による検討

委員会の検討結
果､指導内容､結果
等の公表

委員会の検討結
果､指導内容､結果
等の公表

指導指針に基づく
指導

実績

第３セクター検討
委員会の設置

第３セクター指導
委員会による検討

指導指針に基づく
指導


